
 
 
 
 
 
 
 
 

 令和７年３月 12 日、厚木市下古沢老人憩の家にて、下表の組合員の出席により、清算総会を

開催いたしました。また、ご多忙中にもかかわらず、厚木市関係課職員の皆様、業務代行者の皆

様にもご出席いただきました。 

今回の総会では、財産目録及び財産処分の方法（案）の承認についてを審議していただきまし

た。 

慎重審議の結果、議案について原案のとおり承認されましたことをご報告いたします。 

 組合員の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。 

 

【過半数の組合員の出席（組合員の総数２２名）】 

総会成立の法定要件（過半数の出席） １2 名（組合員の総数２２名×50％超） 

当日の本人出席者数 １0 名 

委任を受けた代理出席者数 5 名 

書面により議決権を行使された方の数 4 名 

出席者数の合計 19 名 

出席率 ８6．4％ 

 

【議決事項】 

議案第 １ 号 財産目録及び財産処分の方法（案）の承認について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚木市森の里東土地区画整理事業    第２５号 

 まちづくりニュース      令和 7 年 3 月 

“清算総会を開催”議案が原案のとおり承認されました 

【写真は清算総会の様子】 



【お問い合わせ先】 

厚木市森の里東土地区画整理組合 事務局 

住 所：〒243−0014 

 厚木市旭町一丁目 32 番 5 号大沢ビル 202 号室 

電 話：046−258−6421 

ＦＡＸ：046−258−6422 

Mail: kukakuseiri@morinosato-east.or.jp 

 

 

 

 令和７年１月 23 日、レンブラントホテル厚木にて、当事業の竣功式典及び竣功記念祝賀会を

開催し、お忙しいところ多数のご出席を賜りましてありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真は竣功式典・竣功記念祝賀会の様子】 

 

 

 

 

今後は、清算総会にて承認していただきました財産処分の方法に基づき清算を進めてまいり

ます。 

清算は令和７年５月に結了を予定しており、清算が結了しましたら、厚木市へ決算報告の承認

申請を行い、承認が得られましたら、組合員の皆様に決算報告書を郵送いたします。 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

“今後のスケジュールについて” 

“竣功式典及び竣功記念祝賀会について” 

※令和７年 2 月 3 日に事務所を移転しました。 
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